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1 R2.11.20 R2.12.4
都立矢口特別支援学校(２)校舎棟改築空調設備工事
共通費算定書、代価表 及び 見積比較表

86 1
財務局建築
保全部施設
整備第二課

2 R2.11.20 R2.12.4
都立府中東高等学校(２)
体育館解体工事
共通費算定書 及び 代価表

38 1
財務局建築
保全部施設
整備第二課

3 R2.11.20 R2.12.4
都立矢口特別支援学校(２)校舎棟改築空調設備工事
共通費算定書、代価表 及び 見積比較表

86 1
財務局建築
保全部施設
整備第二課

4 R2.11.26 R2.12.9
有明西ふ頭公園ほか２か所(２)公園復旧工事実施設計の委託総括書及
び種別内訳書

6 1
財務局建築
保全部施設
整備第一課

5 R2.11.26 R2.12.10
庁有車運転日誌
小池知事　令和２年11月18日、11月19日、11月20日分

3 1 1
車両番号
（７条４号）
開示することにより車両が特定され、警備上支障を及ぼすと認められるため

財務局経理
部総務課

6 R2.12.8 R2.12.10
建築工事積算標準単価表（令和元年10月１日付）
建築工事積算標準単価表（令和元年11月１日付）

46 1
財務局建築
保全部技術
管理課

7 R2.12.7 R2.12.15

建築工事積算標準単価表（平成30年10月１日付）
電気設備工事積算標準単価表（平成30年10月１日付）
機械設備工事積算標準単価表（平成30年10月１日付）
建築工事積算標準単価表（令和元年10月１日付）
電気設備工事積算標準単価表（令和元年10月１日付）
機械設備工事積算標準単価表（令和元年10月１日付）

130 1
財務局建築
保全部技術
管理課

8 R2.12.3 R2.12.17

財務局主計部財政課で保管している「事業評価票」の平成29年から令
和２年までの教育庁総務部から提出された「公立小中学校事務共同実
施支援事業」という項目の文書及び平成28年から令和２年までの教育
庁総務部から提出された「公立小中学校事務共同実施支援事業」とい
う項目の「事業評価票」に記載されている金額の内訳を示す文書

1

請求対象期間の「公立小中学校事務共同実施支援事業」の事業評価票は平成
28年度のみ作成しており、平成29年度から令和２年度までは作成していな
い。平成28年度の当該事業評価票に記載されている金額については、教育庁
が入力しているものであり、その内訳がなどが分かる資料については、予算
編成過程において、財務局が内部的な審議・検討に関する情報として取得し
たものであるが、予算の調整が終了した時点で廃棄しているため、請求にか
かる文書は存在しない。

財務局主計
部財政課

9 R2.12.21 R2.12.25
庁有車運転日誌
小池知事　令和２年11月19日分

1 1 1
車両番号
（７条４号）
開示することにより車両が特定され、警備上支障を及ぼすと認められるため

財務局経理
部総務課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにすることで、非開示情報を開示してしまうことになるためあるかないかを明らかにしない）のうち、該当す

る項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、東京都情報公開条例第７条各号のいずれを根拠として非開示としたのか、該当する項目に「１」を記入しています。

東京都情報公開条例第７条第１号：法令秘情報

第２号：個人情報

第３号：事業活動情報

第４号：犯罪の予防・捜査等情報

第５号：審議・検討又は協議に関する情報

第６号：行政運営情報

第７号：任意提供情報

第８号：特定個人情報

第９号：死者の個人番号

＜公文書の件名＞について

・特定の個人名、法人名又はそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。

・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜総枚数＞について

・他の開示決定と一体として決定を行っている場合は総枚数欄が空欄になります。


